
 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 屋外広告業登録台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
新潟市において屋外広告業を営む者の登録の記録及び管理を

行うため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 生年月日、５ 賞

罰、６ 資格 

記録範囲 申請者及び法人の役員、業務主任者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 屋外広告士に準ずる資格認定台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 

屋外広告物等の管理者として，広告物等の表示，設置の責任

者として20年以上の経験を有する者に屋外広告士に準ずる資

格認定に関する事務を行うため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 生年月日 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 屋外広告物講習会受講者名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 

広告物等の表示，設置に関して必要な知識を修得させること

を目的に市が開催する講習会受講者の記録及び管理を行うた

め。 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 生年月日、５職

業、６ 資格 

記録範囲 申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 屋外広告物条例に基づく景観事前協議台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
景観の形成に影響を及ぼす大規模な屋外広告物の新設などの

届出の記録及び管理を行うため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 届出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 屋外広告物是正台帳管理システム 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
屋外広告物の適正化を図るため、違反物件の記録及び管理を

行うため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、 

記録範囲 違反者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 景観計画区域内における行為の届出台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
景観の形成に影響を及ぼす建築物等の新築などの大規模な行

為について届出の記録及び管理を行うため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 届出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市開発審査会委員名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
都市計画法の規定に基づき市長の諮問に応じ，開発行為等に

関する事項の調査審議を依頼するため 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５電話番

号、６ 職業、７ 所属団体、８ 口座番号 

記録範囲 審査会委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市土地利用審査会委員名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
国土利用計画法の規定に基づき市長の諮問に応じ，土地利用

に関する事項の調査審議を依頼するため 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５電話番

号、６ 職業、７ 所属団体、８ 口座番号 

記録範囲 審査会委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 低未利用土地等確認書交付事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 

低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得の控除優遇措置

を受けるにあたり、一定要件を満たす低未利用地等であるこ

とを証明する。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 取引状況 

記録範囲 

 

低未利用土地等確認申請書の申請者、申請者と土地を売買し

た買主 

 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 



 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画証明交付申請簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
申請者が示した土地について、都市計画に定められた内容を

証明する事務を行うため 

記録項目 

１ 氏名 

２ 住所 

３ 電話番号 

記録範囲 都市計画証明の申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１，０００人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画審議会委員名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
都市計画法の規定に基づき市長の諮問に応じ，都市計画に関

する事項の調査審議を依頼するため 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 電話番

号、６ 職業、７ 所属団体、８ 口座番号 

記録範囲 審議会委員及び市民委員の公募に関する応募者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１，０００人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画素案に係る意見申出書等 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
新潟市都市計画公聴会における意見申出人を選定し、通知

し、記録するため 

記録項目 

１ 氏名、 

２ 住所、 

３ 電話番号、 

４ 述べようとする意見の要旨とその理由、 

５ 都市計画素案との利害関係の内容 

記録範囲 都市計画素案に係る意見申出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に係る届出台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
都市再生特別措置法で定めている届出対象となる行為に関す

る届出を管理するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 届出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１，０００人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 土地取引規制実態統計処理システム 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 

土地の投機的取引及び地下の高騰が国民に及ぼす弊害を除去

し，かつ，適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため一定

規模以上の土地取引の届出の記録及び管理を行うため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 資産、５ 取引状

況 

記録範囲 届出者（譲受人）、譲渡人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 路外駐車場設置届出書等 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部 都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
路外駐車場の設置に際し、駐車場管理者の責任を明確にする

ため 

記録項目 

１ 氏名、 

２ 住所、 

３ 駐車場の名称・位置・規模・構造等、 

４ 駐車場の管理規定 

記録範囲 路外駐車場管理者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市 都市政策部 都市計画課 

〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町１０１０ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟港輸出コンテナ貨物利用拡大支援事業補助金 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部港湾空港課 

個人情報ファイルの利用目的 
新潟港を利用してコンテナ貨物を輸出する荷主に対して，実

績に応じてコンテナ輸出の経費の一部を補助するため 

記録項目 

1.住所、2.会社名、3.代表者職名、4. 補助対象期間中新潟

港利用見込（輸出コンテナ本数）、5. 前３か年度の最高実

績（輸出コンテナ本数）、6.補助対象経費、7.交付申請額、

8.算定根拠、9. 補助事業の予定開始年月日、10. 補助事業

の完了予定年月日、11. 補助金交付を受けている事業の情報

の公表とその内容、方法及び時期、12.担当者連絡先（所

属・部署、役職・氏名、電話番号、メールアドレス）、13.

補助金振込口座（口座番号等） 

記録範囲 交付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人（荷主） 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市都市政策部港湾空港課 

〒951-8554 新潟県新潟市中央区古町通７番町１０１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 民家防音工事等管理システム 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

都市政策部港湾空港課 

個人情報ファイルの利用目的 新潟空港周辺環境対策事業を行うため 

記録項目 

1.住所、2.居住者、3.家屋所有者、4.防音工事様式、5.対象

区域、6.建替状況、7.防音工事実施内容、8.更新工事①～④

実施内容、9.防音サッシメーカー、10.防音サッシ修理実施

年月日、11.電気料補助申請年月日、12.電気料補助振込口座

情報、13.電気料補助金額 

記録範囲 住宅騒音防止対策工事実施住宅 

記録情報の収集方法 空港周辺環境対策補助制度申請により収集した。 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市都市政策部港湾空港課 

〒951-8554 新潟県新潟市中央区古町通７番町１０１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 






































